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2017年６月５日 

 

各 位 

会 社 名 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 民 雄 

（コード番号 2579 東証第一部、福証） 

問合せ先 総 務 統 括 部 長 原 田 賢 治 

 （Tel.(03)6896-1709）

 

株主優待制度に関するお知らせ 

 

 当社は、20 1 7年４月１日を効力発生日として、コカ・コーラウエスト株式会社 

（現、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社）およびコカ・コーライーストジャパン株式

会社との間で、株式交換および吸収分割を併用した経営統合を行うことにより発足いたしました。 

発足後のコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の株主優待制度について、本日、下記の  

とおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．株主優待制度を採用する理由 

当社は、株主のみなさまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社へのご理解を深めて  

いただくことおよびより多くの株主のみなさまに当社株式を中長期的に保有していただく 

ことを目的として、長期保有優遇制度を含む株主優待制度を採用することといたしました。 

なお、当社が採用する株主優待制度は、これまでコカ・コーラウエスト株式会社が採用し、

実施してまいりました株主優待制度を継続して実施することといたします。 

 

２．株主優待制度の内容 

項目 内容 

① 概要 1) 毎年12月31日現在で100株以上保有する株主さまに対し、保有株式数と保有期間に応じて、

「株主優待ポイント（長期保有優遇ポイントを含む。）」（１ポイント60円相当）を贈呈。

2) 株主さまは、翌年の３月下旬から９月末までの期間に「株主優待ポイント」をお好きな

コカ・コーラ社製品、コカ・コーラ ボトラーズジャパングッズおよび社会貢献活動

（市村自然塾 九州）への寄付などと交換できる。 

② 基準日 12月31日 

③ 株主優待 

ポイントの

贈呈時期 

翌年３月下旬 

④ 株主優待 

サービスの 

利用期間 

翌年３月下旬から９月末まで 

⑤ 贈呈 

ポイント 
保有株式数 

保有期間３年未満 保有期間３年以上 

株主優待ポイント 

株主優待

ポイント 

① 

長期保有 

優遇ポイント

② 

株主優待ポイント＋ 

長期保有優遇ポイント 合計

①＋② 

100 株以上 

500 株未満 
 45 ポイント  2,700 円相当  45 ポイント  30 ポイント  75 ポイント  4,500 円相当

500 株以上

1,000 株未満 
 60 ポイント  3,600 円相当  60 ポイント  45 ポイント  105 ポイント  6,300 円相当

1,000 株以上

5,000 株未満 
 90 ポイント  5,400 円相当  90 ポイント  60 ポイント  150 ポイント  9,000 円相当

5,000 株以上 180 ポイント 10,800 円相当 180 ポイント 120 ポイント 300 ポイント  18,000 円相当
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３．長期保有優遇制度の対象となる株主さま 

 ３年以上継続して当社株式を１単元（100株）以上保有する株主さまを対象とする。 

  ⇒1) 毎年12月31日現在において、当社株主名簿に、同一の株主番号で３年以上継続して

１単元（100株）以上記載または記録されている株主さま（同一の株主番号で３月

31日現在、６月30日現在、９月30日現在および12月31日現在の株主名簿に継続して、 

 13回以上記載または記録されている株主さま） 

 ただし、婚姻および転居に伴う株主名簿の記載内容の変更により、株主番号が変更

されてしまった場合に限り、株主さまからの申請により長期保有優遇策の対象と 

するものとする。 

   2) 旧コカ・コーライーストジャパン株式会社の株主さまにおかれましては、これまで

同社において、６月30日現在および12月31日現在の年２回のみ同社株主名簿の記載

または記録の確認を行ってきており、３月31日現在および９月30日現在の株主名簿

への記載または記録を確認することはできませんが、2017年３月31日までの期間に

ついては、特例として、この年２回の株主名簿において、１単元（100株）以上の   

記載または記録を確認することで長期保有優遇制度の適用の可否について判断 

させていただくことといたします。ただし、2017年４月以降は、四半期ごとの株主

名簿に記載または記録があることを長期保有優遇制度の適用条件といたします。 

 

 

以 上 


